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できる  
 

（ １ ） 相談
そう だん

・ 支援
し え ん

体制
たいせい

 

【 現状と 課題】  
アンケート 調査で、 相談し たいこ と を尋ねたと こ ろ、 将来のこ と が 46. 8％、 生活の仕方に関す

るこ と が 28. 2％、 お金の管理に関するこ と が 22. 1％、 自身の障がいに関するこ と 20. 6％、 学校

や職場の人間関係に関するこ と が 14. 8％と 、生活から 就労、将来のこ と など日常生活に密接に関

わる相談が多く なっ ています。 相談機関への聞き取り では、 家庭内や地域、 学校や職場等を含め

た、 相談内容の多様化・ 複雑化が見ら れます。  
現状と し て、 社会の変化に伴い、 複雑化・ 複合化さ れた生き づら さ や困り ごと が顕在化し てい

ると いえます。 介護、 障がい、 こ ども 、 生活困窮の各分野において実施さ れている既存の相談支

援を一体と し て実施し 、 相談者の属性、 世代、 相談内容等に関わら ず、 地域住民から の相談を幅

広く 受け止める相談支援体制の構築が求めら れています。  
また、 身近な相談機関と 日頃から 関係をつく り 、 緊急時や災害時の予防的な準備体制を考えて

おく こ と も 大事です。  
 

 
 
 
 

 
【 施策の方針】  

① 生涯を通じ 一貫し た支援体制の構築【 継続】  
② 相談部署の役割と 連携の体制整備【 継続】  
③ 相談窓口の周知【 継続】   
④ 相談支援事業所の体制強化と 質の向上、 人材育成【 継続】  
⑤ 地域を支える相談支援体制の構築（ 重層的支援体制の整備）【 継続】  

 
【 行政の取組】  

 項目 内容 所管課 方針 

① 生涯を 通じ 一貫し

た支援体制の構築 
ラ イ フ ステージに応じ た支援体制、

情報の継承・ 蓄積を行います。  

すこ やか支援課 
発達支援課 

障がい福祉課 
長寿福祉課 

保育幼稚園課 
学校教育課 

継続 

❖計画期間中にめざす姿❖ 
身近な地域で気軽に相談でき 、  

本人の力や周囲の人の協力で解決に向けた行動をと るこ と ができる  
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② 相談部署の役割と

連携の体制整備 

基幹相談支援セン タ ー・ 障害者相談

事業所・ 指定障害者相談支援事業所

が役割を 理解し 、 連携する体制づく

り を構築し ます。  

障がい福祉課 継続 

③ 相談窓口の周知 
市広報紙やホームページを 活用、 そ

の他チラ シ等で広く 相談窓口の周知

に努めます。  
障がい福祉課 継続 

④ 
 

相談支援事業所の

体制強化と 質の向

上、 人材育成 

基幹相談支援セン タ ーと 連携し 、 相

談支援事業所に相談支援専門員の専

任者増員を働きかけます。  
新規事業所の支援、 人材育成のため

の研修や困難事例のアセスメ ン ト 等

の支援を充実し ます。  

障がい福祉課 継続 

⑤ 

地域を 支え る 相談

支援体制の構築（ 重

層的支援体制の整

備）  

相談者の属性や世代、 相談内容に関

わら ず、包括的に相談を受け止め、複

合的な課題に対し 、 関係機関間の役

割分担を 図り 、 円滑に支援でき る よ

う にする 重層的支援体制を 整備し ま

す。  

地域共生社会推進課 
生活支援課 
長寿福祉課 

子育て政策課 
すこ やか支援課 

発達支援課 
障がい福祉課 

継続 

 
【 市民の取組】  

〇 身近な相談窓口の把握に努めまし ょ う 。  
〇 悩みごと を抱えている人に、 相談でき る窓口の案内をし まし ょ う 。  

 
【 地域の取組】  
 〇 日々の暮ら し や地域活動等を通じ て、 適度な関わり を持ちながら 見守り まし ょ う 。  

〇 困っ た時に、 身近に相談できる民生委員・ 児童委員等の顔が見える地域づく り に努めまし ょ

う 。  
 
【 事業所（ 福祉関連） の取組】  
 〇 障がいのある人が気軽に相談できるよう 努めます。  
 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

④ 相談支援事業所数( 箇所)  
R5 

( 2023)  
R6 

( 2024)  
R7 

( 2025)  
R8 

( 2026)  障がい福祉課 
11 12 12 12 

 
項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

④ 相談支援専門員の専任者数 
R5 

( 2023)  
R6 

( 2024)  
R7 

( 2025)  
R8 

( 2026)  障がい福祉課 
8 10 10 10 
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重層的支援体制のイ メ ージ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

重層的支援体制整備事業の枠組み等について  

  市町村において、 地域住民の複合・ 複雑化し た支援ニーズに対応する断ら ない包括的な支

援体制を 整備するため、 ①相談支援（ 包括的相談支援事業、 多機関協働事業、 アウト リ ー

チ等を通じ た継続的支援事業）、 ②参加支援事業、 ③地域づく り 事業を 一体的に実施する

事業を創設し た。  
  当該事業は、 実施を希望する市町村の手上げに基づく 任意事業である。  
  こ のほか、 事業の実施に要する費用にかかる市町村の支弁の規定及び国等による補助の規

定を 新設し た。 こ の中で、 国の補助については、 事業に係る一本の補助要綱に基づく 申請

等により 、 制度別に設けら れた各種支援の一体的な実施を 促進する。  
 

重層的支援体制整備事業における３ つの支援の内容 
 

Ⅰ 相談支援 

① 介護（ 地域支援事業）、 障害（ 地域生活支援事業）、 こ ども

（ 利用者支援事業）、 困窮（ 生活困窮者自立相談支援事業）

の相談支援にかかる事業を 一体と し て実施し 、 本人・ 世帯の

属性にかかわら ず受け止める、 包括的相談支援事業を 実施 
② 複合課題を 抱える相談者にかかる支援関係機関の役割や関

係性を調整する多機関協働事業を 実施 
③ 必要な支援が届いていない相談者にアウト リ ーチ等を通じ

た継続的支援事業を実施 

Ⅱ 参加支援 
事業 

○介護・ 障害・ こ ども ・ 困窮等の既存制度については緊密な連

携を と っ て実施すると と も に、 既存の取組では対応でき ない

狭間のニーズに対応するため（ ※１ ）、 本人のニーズと 地域

の資源と の間を取り 持っ たり 、 必要な資源を開拓し 、 社会と

のつながり を 回復する支援（ ※２ ） を 実施 
（ ※１ ） 世帯全体と し ては経済的困窮の状態にないが、 子がひ

き こ も り であるなど  
（ ※２ ） 就労支援、 見守り 等居住支援 など  

Ⅲ 地域づく り  
事業 

○介護（ 一般介護予防事業、 生活支援体制整備事業）、 障害

（ 地域活動支援センタ ー）、 こ ども （ 地域子育て支援拠点事

業）、 困窮（ 生活困窮者のための共助の基盤づく り 事業） の

地域づく り に係る 事業を一体と し て実施し 、 地域社会から の

孤立を防ぐ と と も に、 地域における多世代の交流や多様な活

躍の場を 確保する 地域づく り に向けた支援を 実施 
○事業の実施に当たっ ては、 以下の場及び機能を確保 

①住民同士が出会い参加するこ と のでき る場や居場所 
②ケア・ 支え合う 関係性を 広げ、 交流や活躍の場を 生み出す

コ ーディ ネート 機能 
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資料： 重層的支援体制整備事業における具体的な支援フ ローについて  
（ 令和 2 年度 地域共生社会の実現に向けた市町村における 包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議より ）  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重層的支援体制整備事業について（ イ メ ージ）  

  相談者の属性、 世代、 相談内容に関わら ず、 包括的相談支援事業において包括的に相談を

受け止める。 受け止めた相談のう ち、 複雑化・ 複合化し た事例については多機関協働事業

につなぎ、 課題の解き ほぐ し や関係機関間の役割分担を図り 、 各支援機関が円滑な連携の

も と で支援でき る よう にする。  
  なお、 長期にわたり ひき こ も り の状態にある人など、 自ら 支援につながるこ と が難し い人

の場合には、 アウト リ ーチ等を 通じ た継続的支援事業によ り 本人と の関係性の構築に向け

て支援を する。  
  相談者の中で、 社会と の関係性が希薄化し ており 、 参加に向けた支援が必要な人には参加

支援事業を利用し 、 本人のニーズと 地域資源の間を 調整する。  
  こ のほか、 地域づく り 事業を 通じ て住民同士のケア・ 支え合う 関係性を 育むほか、 他事業

と 相まっ て地域における社会的孤立の発生・ 深刻化の防止をめざす。  
  以上の各事業が相互に重なり 合いながら 、 市町村全体の体制と し て本人に寄り 添い、 伴走

する 支援体制を構築し ていく 。  
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（ ２ ） 地域
ち い き

生活
せいかつ

への支援
し え ん

やサービス  

【 現状と 課題】  
障がいのある人と その家族の高齢化が進んでおり 、 アンケート 調査では介助者がいなく なっ た

時の将来の生活への不安が高く なっ ています。 緊急時の受け入れ体制の整備や自立し た生活をし

ていく ための体験の場等の整備が急務と なっ ています。  
障がいのある人が地域で安心し て暮ら すためには、 自ら が必要と するサービスや支援を適切に

受けるこ と ができ る環境と 、 ニーズに応じ たサービスを提供できる事業体制が必要です。  
本市では、 相談支援専門員をはじ め慢性的な福祉人材の不足、 日中活動の場と し ての生活介護

事業所、 短期入所支援事業所の整備、 重度心身障がい児者への入浴サービスの体制整備が必要で

す。  
また、 障がいのある人やその家族が互いの悩みを共有するこ と や、 情報交換のできる交流活動

のためのサロン活動や地域で交流でき る場所の確保等の推進が必要です。  
 
 
 
 
 
【 施策の方針】  

① 自立支援給付等によるサービスの提供【 継続】  
② 福祉人材の確保・ 定着【 継続】  
③ グループホーム等の多様な住まいの確保【 継続】  
④ 当事者及び家族介護者への支援【 継続】  
⑤ 地域生活支援拠点等の機能の充実【 継続】  
⑥ 障がいの重度化・ 障がいのある人の高齢化への対応【 継続】  

【 行政の取組】  
 項目 内容 所管課 方針 

① 
自立支援給付等に

よ る サービ ス提供

の充実 

サービ ス等利用計画に基づき 適正な

自立支援給付に努めます。  
また、 介護保険事業者に対し 、 共生型

サービス指定の働き かけを行います。  
地域生活支援事業は、地域の実情に応

じ 柔軟な取り 組みに努めます。  

長寿福祉課 
障がい福祉課 

継続 

① 
多様な障がいへの

対応 

障害福祉サービス等の提供にあたり 、

難病や発達障がい、高次脳機能障がい

等の特性に配慮し た支援に努める と

と も に、 関係機関と の連携を 図り ま

す。  

障がい福祉課 継続 

② 
福祉人材の確保・

定着 

人材確保事業や労政分野の就労支援

事業と 連携を図り 、人材確保に努めま

す。  
また、甲賀地域障害者自立支援協議会

（ 甲賀地域障害児・ 者サービス調整会

議） と 協働し ながら 研修等の取り 組み

を推進し 、 定着に努めます。  

地域共生社会推進課 
長寿福祉課 
商工労政課 

障がい福祉課 

継続 

❖計画期間中にめざす姿❖ 
・ 地域で暮ら し 続けるための福祉サービスの提供体制が整っ ている  
・ 地域や人々同士で支え合う 仕組みや活動が支援さ れている  
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③ 多様な住まいの確
保 

グループ ホーム等の整備や障がいの
ある人の暮ら し について、地域への理
解啓発を進めます。 また、 居住サポー
ト 事業により 、障がいのある人の賃貸
住宅への入居支援、宅建業者等への啓
発、滋賀あんし ん賃貸支援事業と の連
携を進めます。  

障がい福祉課 継続 

④ 当事者及び家族介
護者への支援 

介護者同士の交流・ 情報交換など家族
介護者への支援に努めます。  障がい福祉課 継続 

④ ピ アサポート 活動
への支援 

当事者同士が中心と なり 活動する ピ
アサポート 活動を支援し ます。  障がい福祉課 継続 

⑤ 地域生活支援拠点 
等の機能の充実 

地域生活支援拠点に求めら れる、①相
談、 ②緊急時の受け入れ・ 対応、 ③体
験の機会・ 場、 ④専門的人材の確保・
養成、⑤地域の体制づく り の充実を図
り ます。  

障がい福祉課 継続 

⑥ 
障がいの重度化・
障がいのある 人の
高齢化への対応 

障がいのある人の重度化・ 高齢化及び
家族の高齢化に対応するため、地域包
括支援センタ ーや相談支援事業所、医
療機関の連携によ り 総合的な支援体
制を整備し ます。  

長寿福祉課 
障がい福祉課 継続 

⑥ 
障害福祉サービ ス
と 介護保険サービ
スの連携 

介護保険の適用年齢に達し た障がい
のある人が、その人の状況やニーズに
適し たサービスを利用でき るよう 、障
害福祉サービ スと 介護保険サービ ス
が連携し た利用体制を推進し ます。  

長寿福祉課 
障がい福祉課 継続 

 
【 市民の取組】  

〇 困っ ていると 思われる人には、 積極的に声をかけまし ょ う 。  
 

【 地域の取組】  
 〇 地域で暮ら す障がいのある人を見守り まし ょ う 。  
 
【 事業所（ 福祉関連） の取組】  
 〇 サービス提供の質を確保するため研修や検討を行います。  
 〇 関係機関の連携強化に努めます。  
 〇 緊急時の相談から 関係機関が連携し 、 受け止めるための体制の充実に努めます。  
 
 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

⑤ 
地域生活支援拠点等の登録事

業所数 

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

35 35 40 40 
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（ ３ ） 保健
ほ け ん

・ 医療
いり ょ う

 

【 現状と 課題】  
アンケート 調査で心身の健康状態を尋ねたと こ ろ、定期通院をし ている人は 57. 5％を占め、こ

の１ 年まっ たく 医療機関にかかっ ていない人は 8. 7％でし た。  
圏域に高度専門医療機関が少ないため、 それぞれの障がいや疾病により 圏域外の専門機関で定

期受診をさ れている人が多く なっ ていますが、 身近な地域で医療やリ ハビリ テーショ ンを受ける

こ と ができ る体制の整備が必要です。 また、 新生児や乳幼児期に、 障がいを早期に発見し 、 医療

や療育につなげていく こ と や、 高血圧症や糖尿病、 歯周疾患等の予防や治療を 推進し 、 脳血管疾

患や心疾患を予防し ていく こ と が重要です。   
精神疾患のある人が長期入院と なるこ と のないよう 、 入院治療の見通し に合わせて退院を勧め

るために、 入院前から 本人やご家族、 支援機関と 医療機関が連携し 、 退院に向けた支援を継続し

ていく こ と が大切です。  
また、 家族関係、 過重勤務や精神的負担による気持ちの落ち込みや食欲低下等の不調を放置し

てし まう と 、 病状が悪化し てし まう ため、 日頃から 休養や気分転換を日常的に行う こ と が大切で

す。  
 

 
 
 
 
 
 
【 施策の方針】   

① 医療機関と の連携【 継続】  
② 精神障がいに対応し た地域包括ケアシステムの構築【 継続】  
③ こ こ ろ の健康、 健康づく り 、 介護予防【 継続】  
④ 多様な障がいや感染症等への対応【 継続】  

 
【 行政の取組】  

 項目 内容 所管課 方針 

① 医療機関と の連携 

障がいのある 人も 身近に医療を 受けるこ
と ができる「 かかり つけ医（ 歯科、中耳炎、
熱が出た等）」 が必要であるため、 地域の
医療機関と 専門機関と の連携を 強化し ま
す。  
さ まざまな医療的ケアが必要な人の課題
について甲賀地域障害者自立支援協議会
（ 甲賀地域障害児・ 者サービス調整会議）
で検討し ます。  

医療政策室 
障がい福祉課 継続 

  

❖計画期間中にめざす姿❖ 
病気や障がいがあっ ても 、「 でき るこ と 」 は自分で行い、  

身近な地域で必要な医療や支援が受けら れる  
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② 
精神障がい に対応
し た 地域包括ケ ア
システムの構築 

精神障がいのある人が病気になっ ても 地
域での暮ら し が継続できるよう 、本人、地
域、 支援者など関係機関が連携し 在宅生
活を支援し ます。  

障がい福祉課 
すこ やか支援課 継続 

③ こ こ ろ の健康・ 健康
づく り ・ 介護予防 

障がいのある 人が、 いつまでも 元気で生
活し ていく ために、 ラ イ フ ステージに応
じ た健康づく り が実践でき るよ う 支援し
ます。  
また、スト レスの解消や休養等、こ こ ろ の
健康づく り に関し ての啓発を行い、 精神
面の安定が図れ、 生き がいのある生活が
送れるよう 支援し ます。  

すこ やか支援課 
障がい福祉課 継続 

④ 多様な障がい・ 感染
症等への対応 

新型コ ロ ナウイ ルス等、 新たな感染症が
拡大し た際に、 障がい等により 感染リ ス
ク が高い人や施設に対し 、 感染リ スク を
軽減する ために必要な情報や支援を 提供
でき るよ う 、 体制の強化と 支援策の充実
に努めます。  

障がい福祉課 継続 

④ 依存症対策の推進 

県や保健所と 連携し 、アルコ ールや薬物、
ギャ ンブル等の依存症に対する 相談窓口
の周知や、 依存症に関する正し い知識を
学ぶこ と ができ る機会や情報提供を 充実
し ます。  

障がい福祉課 継続 

 
【 市民の取組】  

〇 かかり つけ医・ かかり つけ歯科医・ かかり つけ薬局を持ちまし ょ う 。  
〇 日頃から 健康管理に留意し 、 生活習慣病の予防や介護予防に努めまし ょ う 。  
〇 依存症に関する正し い理解に努めまし ょ う 。  
〇 感染症予防に努めまし ょ う 。  

 
【 地域の取組】  

〇 地域の誰も が気軽に参加できる健康づく り ・ 介護予防等の取り 組みを推進し まし ょ う 。  
 〇 感染症対策に配慮し て地域活動を実施し まし ょ う 。  
 
【 事業所（ 福祉関連） の取組】  
 〇 サービス利用者の健康管理に努めます。  
 〇 事業所内の感染症の予防対策に取り 組みます。  
 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

① 一般診療所数（ 箇所）  
R5 

( 2023)  
R6 

( 2024)  
R7 

( 2025)  
R8 

( 2026)  医療政策室 
42 42 ＊ ＊ 

 ＊R7( 2025) ・ R8( 2026) の目標値については甲賀市総合計画の見直し に合わせた数値と し ます。  
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【 現状と 課題】  
 障がいのあるこ ども の健やかな成長と 地域で安心し て暮ら し 続けるためには、 一人ひと り の障

がいの特性や状況に応じ た支援や、 保護者が抱える課題や悩みを把握し 、 切れ目のない支援を提

供する仕組みが必要です。  
 本市においては、 子育ての相談窓口は子育て支援センタ ーが担っ ています。 また、 発達に課題

のある児童やその家族に対する相談や支援は、 保健センタ ーや発達支援課が保育園・ 幼稚園・ 認

定こ ども 園や学校と 連携し て担っ ています。  
 一方で、 発達障がいや重症心身障がい、 医療的ケア等への対応や保護者の就労に伴う 支援が十

分でないと いっ た指摘があり ます。  
 アンケート によると 、 今後優先し て取り 組むべき こ と と し て、 発達支援体制の充実や、 切れ目

のない支援をする仕組みや放課後や学校の長期休暇等の支援が求めら れています。  
 

 
 
 
 
 
【 施策の方針】  

① 早期から の適切な支援【 継続】  
② 発達支援の充実【 継続】  
③ 保護者が子育てやこ ども の発達について学び相談でき る場の充実【 継続】  
④ 保育及び教育と 専門機関をつなぐ 仕組みの充実【 継続】  
⑤ 切れ目のない支援の仕組みづく り 【 継続】  

 
【 行政の取組】  

 項目 内容 所管課 方針 

① 
③ 

保護者に寄り 添う  
相談、 支援 

こ ども に発達的な課題がある こ と が
発見さ れても 、 すぐ に保護者がそれ
を 受け止めて、 こ ども にあっ た支援
につながる わけではあり ません。 保
護者に寄り 添い、 信頼関係を 築き な
がら 、丁寧に相談、支援を重ねていき
ます。  

すこ やか支援課 
子育て政策課 
発達支援課 

保育幼稚園課 
学校教育課 

継続 

① 
こ ども の発達や 
障がいについての 
啓発 

全ての保護者に対し てさ まざまな機
会を 捉えて、 こ ども の発達や障がい
についての啓発を充実し ます。  

すこ やか支援課 
発達支援課 

保育幼稚園課 
学校教育課 

継続 

❖計画期間中にめざす姿❖ 
切れ目のない発達段階に応じ た支援と  

保護者に対する支援体制が整っ ている  

２  
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② 
④ 

育ちの中で  
支援が必要な  
親子への包括的な  
支援体制 

適切な時期に必要な支援が受けら れ
る よ う 児童発達支援セン タ ーの機能
を強化し ます。また、保育園・ 幼稚園・
認定こ ども 園や学校、 保健センタ ー
と 連携し 包括的な支援をし ます。  

すこ やか支援課 
発達支援課 

保育幼稚園課 
学校教育課 

継続 

② 
④ 地域療育の充実 

保健・ 福祉・ 医療等の関係機関の連携
によ り 必要な療育サービ スが適切に
提供さ れる よ う 児童発達支援セン タ
ーを 中心に 地域の基盤を 充実し ま
す。  

地域共生社会推進課 
すこ やか支援課 

発達支援課 
保育幼稚園課 

継続 

② 放課後児童ク ラ ブ  
の充実 

一定の要件を 満たす障がいのある 児
童に対し ては加配指導員を 配置し 、
指導員の確保及び資質の向上を 図り
ます。  

子育て政策課 継続 

③ 
保護者が相談でき
る窓口の周知と 保
護者同士がつなが
る場づく り  

相談窓口の周知や保護者がこ ども の
発達や子育てについての学習会を 開
催し 、 保護者同士がつながる よう 働
き かけていき ます。  
また、保育園・ 幼稚園・ 認定こ ども 園
や学校内でも 保護者学習会を 開催す
る など保護者が学び、 つながる機会
を 充実し ていき ます。 市内で活動さ
れている親の会を バッ ク アッ プする
と と も に、 新たな親の会の立上げを
支援し ます。  

発達支援課 
保育幼稚園課 
学校教育課 

継続 

② 放課後等デイ サー 
ビスの充実 

障がいのある こ ども の放課後や長期
休暇中の療育を 継続的に提供する た
め、 放課後等デイ サービ ス事業にお
いて、 対象児童の受け入れの充実に
努めます。  

障がい福祉課 継続 

③ タ イ ムケ ア 事業の
実施 

障がいのある こ ども の長期休暇中の
居場所を確保し 、 保護者同士の交流、
地域ボラ ン ティ アと の交流の中で地
域での障がいに対する理解を 推進し
ます。  

障がい福祉課 継続 

⑤ 切れ目のない支援 
の仕組みづく り  

支援機関が連携し 、 ラ イ フ ステージ
が変わっ ても 切れ目のない支援を 継
続し ていき ます。 各機関で実施し た
相談、 検査の記録、 個別の指導計画、
教育支援計画等の個人情報を こ こ あ
いパスポート 等を 活用し 、 必要な時
に利用でき る仕組みを構築し ます。  

すこ やか支援課 
発達支援課 

子育て政策課 
保育幼稚園課 
学校教育課 

障がい福祉課 

継続 

 
【 市民の取組】  
 〇 乳幼児健診を必ず受診し まし ょ う 。  
 〇 こ ども の育ちでわから ないこ と があれば、 気軽に市の機関や保育園等に相談し まし ょ う 。  

〇 発達障がい等、 様々な障がいについて知るよう に努めまし ょ う 。  
 
【 地域の取組】  

〇 発達障がいの理解を深め、 違いを認め合っ て、 地域で見守り 育てまし ょ う 。   
〇 気になるこ と があれば、市や学校等の関係機関と 連携し 支援につながるよう に努めまし ょ う 。 
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【 事業所（ 福祉関連） の取組】  
 〇 サービス提供の質を維持・ 向上するため研修や検討を行います。  
 〇 関係機関の連携強化に努めます。  
 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

① 研修・ 啓発等の参加者（ 人数） 
R5 

( 2023)  
R6 

( 2024)  
R7 

( 2025)  
R8 

( 2026)  発達支援課 
300 300 300 300 

 
項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

② 
児童発達支援利用実人数（ 人

数）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  

発達支援課 
障がい福祉課 120 120 120 120 

 
項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

② 
保育所等訪問支援利用実人数

（ 人数）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  発達支援課 

障がい福祉課 10 10 10 10 
 
こ こ あいパスポート    

「 こ こ あいパスポート 」 は、 発達に支援が必要なこ ども たちの支援情報が引き 継がれるこ  
と を目的に配布し ている「 相談支援フ ァ イ ル」 です。  
 園や学校、 支援機関で受けた検査や支援の記録を保存し 、  
保護者がこ ども の成長の様子を記録し たり 、 ラ イ フ ステージ  
が変わっ ても こ れまでの経過をたどれるよう になっ ています。  
 

 
 
児童発達支援センタ ー   

令和 3 年 4 月に開設し た「 児童発達支援センタ ーつみき 」 は、 児童福祉法に基づく 施設で

す。 心身の発達に課題のあるこ ども たちが、 社会の中で自分ら し く 生きていく 力の基礎を

培う ための支援と し て、 児童発達支援と 保育所等訪問支援、 障害児相談支援を行っ ていま

す。  
「 甲賀市児童発達支援センタ ーつみき 」 では、  

① 保護者と 一緒に通っ ていただき 、 楽し い遊びを通し て、 全体的な発達を促し ま

す。  
② こ ども と の関わり について学ぶ「 学習会」 などを開催し ます。  
③ 嘱託医、 心理士など専門職による相談を必要に応じ て受けていただけます。  
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【 現状と 課題】  
 障がいのあるこ ども がその能力と 可能性を最大限に伸ばし 、 自ら の力を十分に発揮するために

は、 療育・ 教育の場における適切な指導や個々の習熟状況や特性に応じ た学びの場が必要です。 
 アンケート によると 、 園・ 学校生活を送るう えでの問題点と し て、 障がいの特性に応じ た教育

が不十分、 通園・ 通学が大変、 職員の理解が不十分と いっ た意見が多く なっ ています。  
 また、 小学校入学から 中学校卒業後にかけて、 児童・ 生徒の情報共有や支援の引継ぎが、 実感

でき ないと いっ た意見があり ます。  
本市においては、 イ ンク ルーシブ教育システムの構築に向けて、 障がいの特性に合わせた学び

の場を提供すると と も に、 その情報提供及び個々の児童・ 生徒の習熟に合わせた指導の実施に努

めていきます。  
 
 

 
 
 
 

【 施策の方針】  
① イ ンク ルーシブ教育システムの推進【 継続】  
② 適切な就学・ 進路支援【 継続】  

 
イ ンク ルーシブ教育システム   

障害者の権利に関する条約第 24 条によれば「 イ ンク ルーシブ教育システム」 と は、 人間の

多様性の尊重等の強化、 障がいのある人が精神的及び身体的な能力等を最大限発達さ せ、 自

由な社会に効果的に参加するこ と を可能と すると の目的のも と 、 障がいのある人と 障がいの

ない人が共に学ぶ仕組みであり 、 障がいのある人が教育制度一般から 排除さ れないこ と 、 自

己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えら れるこ と 、 個人に必要な「 合理的配

慮」 が提供さ れる等が必要と さ れています。  
また、「 イ ンク ルーシブ教育システム」 においては、 同じ 場で共に学ぶこ と を追求すると と

も に、 個別の教育的ニーズのある幼児・ 児童・ 生徒に対し て、 自立と 社会参加を見据えて、

その時点で教育的ニーズに最も 的確に応える指導を提供でき る、 多様で柔軟な仕組みを整備

するこ と が重要である、 小・ 中学校における通常の学級、 通級による指導、 特別支援学級、

特別支援学校と いっ た連続性のある「 多様な学びの場」 を用意し ておく こ と が必要である、

と さ れています。  

 
  

❖計画期間中にめざす姿❖ 
イ ンク ルーシブ教育の推進、 及び個々の児童・ 生徒に 

必要な情報・ 学び・ 支援が切れ目なく 提供さ れている  
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【 行政の取組】  
 項目 内容 所管課 方針 

① 
イ ンク ルーシブ  
教育システムの 
推進 

本市の特別支援教育の在り 方について
検討し 、 関係機関（ 特別支援学校含む）
と 連携し ながら 進めます。  
また、一人ひと り の発達や障がい等の教
育的ニーズに応じ た多様な学びの場の
確保と 充実に努めます。  

学校教育課 
発達支援課 

保育幼稚園課 
社会教育スポーツ課 

継続 

① 
小学校・ 中学校
における 特別支
援教育の推進 

発達障がいを 含む障がいのある 児童生
徒の教育的ニーズに即し た指導の充実
に向け、 教職員の指導力向上を 図り ま
す。  
また、 個別の教育支援計画、 個別の指導
計画及び教育支援移行計画の作成推進
と 内容の充実、 活用に努めます。  

学校教育課 継続 

② 
不登校・ 教育相
談・ 生徒指導対
応の充実 

学校不適応傾向を早期に捉え、支援方法
についてサポート ネッ ト 会議で関係機
関と 連携し 、アセスメ ント と プラ ンニン
グの充実に向けて取り 組みます。  

学校教育課 
発達支援課 継続 

② 適切な就学・ 進
路支援 

就学先の決定は、発達や障がいの状態等
を踏まえた総合的な観点から 判断し 、教
育的ニーズと 必要な支援について、情報
提供し たう えで本人・ 保護者の意向を可
能な限り 尊重し て合意形成を行います。 
また、 職業的自立や社会参加を めざし ､
個々のニーズに応じ た進路実現のため、
計画的に進路支援を進めます。  
さ ら に、医療的ケアを必要と する児童生
徒の通学に伴う 保護者負担の軽減につ
いて、 取り 組みの充実の検討を 進めま
す。  

学校教育課 
発達支援課 

保育幼稚園課 
障がい福祉課 

継続 

 
【 市民の取組】  

〇 障がいについて理解し 、 違いを認め合いまし ょ う 。  
 
【 地域の取組】  

〇 障がいの有無に関わら ず、 誰も が参加し やすい地域活動の実施に努めまし ょ う 。  
 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

①  

個別の教育支援計画※を作成し ている児

童生徒の割合（ 特別支援学級を除く 。）  
R5 

( 2023)  
R6 

( 2024)  
R7 

( 2025)  
R8 

( 2026)  
学校教育課 

 小学校作成率（ ％）  100 100 100 100 
 中学校作成率（ ％）  100 100 100 100 

  ※「 個別の教育支援計画」 と は、 障がいのある児童生徒一人ひと り のニーズを正確に把握し 、  
教育の視点から 適切に対応し ていく と いう 考え方のも と 、 乳幼児期から 学校卒業後まで一貫

し た的確な支援を行う ため、 医療・ 福祉・ 労働等の関係機関と 連携し て作成する計画 
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３  生
い

き 生
い

き と 働
はたら

く こ と ができる  

（ １ ） 雇用
こ よ う

・ 就 業
し ゅう ぎょ う

の促進
そく し ん

 
【 現状と 課題】  

 滋賀県は、全国に比べて法定雇用率達成企業割合や障害者雇用率が高く 、令和 4 年( 2022 年) 度

における甲賀圏域の法定雇用率達成企業割合は 58. 3％、 障害者実雇用率は 3. 02％と なっ ていま

す。  
甲賀地域働き・ 暮ら し 応援センタ ーやハローワーク では、 障がいのある人の就労の相談や合理

的配慮等に関する企業の理解促進を図っ ています。  
し かし 、 新型コ ロナウイ ルス感染症等の影響により 、 就労日数が少なく なるこ と や、 新たな雇

用が見込めないと いっ た問題が生じ ています。  
また、 アンケート によると 、 障がいのある人が働く ためには、 自分に合っ た仕事であるこ と や

身体が健康なこ と が必要と の意見が多く あり ます。  
障がいのある人が生き生きと 働く ためには、 就労意欲や個々の能力・ 適正を生かし て活躍する

こ と ができ る就労の場を提供すると と も に、 希望する人が働き 続けるこ と ができ る環境づく り 、

また離職し たと し ても 「 やり 直し 」 が可能な支援の仕組みづく り が必要です。  
 令和 6 年( 2024 年) 4 月には民間企業の法定雇用率が 2. 5％（ 変更前 2. 3％） に引き 上げら れ、

対象と なる事業主の範囲も 従業員 40. 0 人（ 変更前 43. 5 人） 以上に拡大さ れるこ と から 、 一般就

労に向けた取り 組み強化が必要です｡ 
  
 
 
 
 
【 施策の方針】  

① 企業啓発等による雇用の促進【 継続】  
② 関係機関と 協力連携・ 継続的な就労支援【 継続】  
③ 就労定着支援の推進【 継続】  

 
【 行政の取組】  

 項目 内容 所管課 方針 

① 
障がい 者雇用に
対す る 企業の理
解促進 

企業・ 事業所で障がいのある人が働く こ と
についての理解促進を図り ます。  

商工労政課 
障がい福祉課 継続 

② 
関係機関と の協
力・ 連携・ 継続的
な就労支援 

公共職業安定所や障がい者雇用･生活支援
セン タ ー甲賀( 甲賀地域働き ･暮ら し 応援
センタ ー) 、 甲賀地域障害者自立支援協議
会（ 甲賀地域障害児･者サービス調整会議）
と 連携し 、障がい者及び雇用者等のそれぞ
れのニーズの把握や社会情勢を 加味し て
雇用の場の確保を図り ます｡ 

商工労政課 
発達支援課 
生活支援課 

障がい福祉課 
継続 

② 
障がい 者雇用施
策と 就労一般施
策と の連携強化 

障がいのある 人と 市内企業と のマッ チン
グの場である 障がい者就職面接会の開催
をはじ め、研修会や企業訪問を通じ て障が
い者雇用の促進を図り ます。  

商工労政課 
障がい福祉課 継続 

❖計画期間中にめざす姿❖ 
・ 障がいのある人が自ら の働く 場や多様な働き方を選択でき る  
・ 正し い理解と 適切な配慮のある職場環境が整っ ている  

３  
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③ ジ ョ ブ コ ー チ の
活用推進 

障がいのある人と 事業主に対し 、雇用の前
後を 通じ て障がいの特性を 踏まえた直接
的・ 専門的な援助を行う ジョ ブコ ーチ活用
を推進すると と も に、企業への周知啓発に
努めます。  

障がい福祉課 継続 

③ 就労後の相談体
制の構築 

障がい者雇用・ 生活支援センタ ー甲賀（ 甲
賀地域働き・ 暮ら し 応援センタ ー） や障が
いのある 人を 雇用する 企業等と の連携の
充実を図り 、就労後の相談援助等（ 就労定
着支援） の充実に努めます。  

障がい福祉課 継続 

③ 就労定着支援の 
推進 

就労後の雇用が継続する よ う 生活面の支
援等を 一定期間行う 就労定着支援事業の
普及に努め、サービスの利用促進を図り ま
す。  

障がい福祉課 継続 

 
【 市民の取組】  

〇 障がいについて正し く 理解し 、 合理的配慮の提供に努めまし ょ う 。  
 
【 地域の取組】  
 〇 障がい特性に応じ た様々な働き 方ができるよう 、仕事を振り 分け、配慮する等、障がいのある

人の働く 場の提供に努めまし ょ う 。  
〇 障がいの有無に関わら ず、 誰も が働き やすい職場環境をめざし まし ょ う 。  

 
【 事業所（ 福祉関連） の取組】  
 〇 企業と の連携強化に努めます。  
 〇 サービス提供の質を向上するため研修や検討を行います。  
 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

① 
法定雇用率達成企業の割合

（ 甲賀圏域) （ ％)  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  商工労政課 

障がい福祉課 58 59 59 59 
 

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

② 
就労定着支援事業市内事業所

( 箇所)  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

0 0 1 1 
 

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

②  
就労定着支援事業利用者 
（ 人数）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

5 10 10 10 
 

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

② 
就労定着支援事業における  
１ 年後の就労定着率（ ％）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

80 80 80 80 
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（ ２ ） 職 業
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【 現状と 課題】  
一般企業への就労を進めると と も に、 福祉的就労の環境や障がいのある人が働く ための能力や

学びの場を充実するこ と が必要です。  
 本市では、 就労継続支援Ｂ 型、 就労移行支援事業所数が増え、 利用者も 増加し ています。  
 し かし 、 事業所における新規受け入れにはマッ チング等の課題も あり 、 複数事業所から 選択す

るこ と ができ ない場合があり ます。  
 アンケート では、 就労に関し て、 優先的に取り 組むべきこ と と し て、 障がいのある人の就労支

援と 施設や作業所の充実が望まれており 、 特に知的障がいのある人は、 施設や作業所の充実の期

待が高く なっ ています。  
 
 
 
 
 
【 施策の方針】  

① 専門的に就労訓練を行える事業所の確保【 継続】  
② 福祉的就労から 一般就労への移行の促進【 継続】  
③ 多様な就労や体験の場の確保【 継続】   

 
【 行政の取組】  

 項目 内容 所管課 方針 

① 
専門的に就労訓
練を 行える 事業
所の確保 

一般就労を 希望する 障がいのある 人に
対する就労訓練の場や、 一般就労が困難
な障がいのある人に、 日中活動と し ての
働く 場の確保に努めます。  

障がい福祉課 継続 

② 
障がい者就労支
援施設への積極
的な発注 

福祉的就労の場を 提供する 事業所の安
定的な収益を確保するため、 甲賀市障が
い者就労支援部会と 行政が連携し 、 優先
的な業務、物品の発注を進めます。また、
福祉的就労の場で製造さ れる 自主製品
の販売拡大に向け支援し ていき ます。  

障がい福祉課 継続 

② 
福祉的就労から
一般就労への移
行の促進 

就労移行支援事業の活用や、 障がいのあ
る 人の能力に応じ た柔軟な障害福祉サ
ービスの選択により 、 一般就労への移行
を推進し ます。  

障がい福祉課 継続 

③ 農福連携によ る
就労機会の拡大 

農福連携の取り 組みの推進により 、 農業
を活用し た就労機会の拡大を図り ます。  

農業振興課 
障がい福祉課 継続 

③ 新たな分野での
職域の開拓 

介護訓練や、 Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た在宅就労
にかかる情報提供等により 、 多様な就労
や体験の場の確保をめざし ます。  

障がい福祉課 継続 

❖計画期間中にめざす姿❖ 
障がい特性に応じ た就労が確保さ れ、 障がいのある人の 

「 働き たい」 と いう ニーズが満たさ れている  
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【 市民の取組】  
〇 障がいや障がいのある人に対する理解に努めまし ょ う 。  

 
【 地域の取組】  

〇 障がいのある人の就労に向けた訓練・ 実習機会の提供に努めまし ょ う 。  
〇 障がい者就労支援施設に対する積極的な仕事の発注に努めまし ょ う 。  

 
【 事業所（ 福祉関連） の取組】  
 〇 企業と の連携強化に努めます。  
 〇 サービス提供の質の向上のための研修や検討を行います。  
 〇 関係機関の連携強化に努めます。  
 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

② 
福祉施設から 一般就労への移

行者（ 人数）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

13 16 19 22 
 

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

② 
市から 障がい者就労支援施設

への調達実績（ 件数）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

70 72 74 76 
 

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

② 
企業等から の就労支援部会へ

の新規受注（ 件数）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

3 5 10 15 
 
 
 
甲賀市障がい者就労支援部会   

甲賀市内で活動し ている障がい者就労施設により 構成さ れ、 障害者優先調達推進法を受け、

民間の企業や行政から 発注さ れる委託業務を一括で受ける共同窓口を設置するこ と により 、障

がいのある人の就労機会を増やすこ と を狙いと し ています。  
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・ 障
し ょ う

がい者スポーツの振興
し んこ う

 
【 現状と 課題】  

平成 30 年( 2018 年) に「 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」 が施行さ れ、 文化芸

術活動を 通じ た障がいのある人の個性と 能力の発揮や社会参加の促進を 図るこ と が示さ れまし

た。 スポーツや文化・ 芸術活動の場で、 障がいのある人が能力を発揮するこ と は、 自ら の生活を

豊かにすると と も に、 地域において障がいへの理解促進にも つながり ます。  
今後、 障がいの有無に関わら ず、 生涯を通じ て学習や文化、 スポーツなどの様々な機会に親し

むこ と ができ るよう 、 教育施策と スポーツ施策、 福祉施策、 労働施策等を連動さ せながら 支援し

ていく こ と が重要です。 そし て、 市民・ 地域に普及さ せ、 地域で積極的に取り 組めるよう にハー

ド ・ ソ フ ト 面での整備が必要です。  
 
 
 
 
 
 
 
【 施策の方針】  

① 生涯学習・ 文化・ 芸術活動への支援【 継続】  
② 障がい者スポーツの普及【 継続】  

 
【 行政の取組】  

 項目 内容 所管課 方針 

①  生涯学習・ 文化・ 芸
術活動への支援 

障がいのある人が、生涯を通じ て学
習・ 文化・ 芸術に親し み活動に参加
でき るよう 支援し ます。  
また、障がいのある人の創作作品の
展示や発表の機会の確保に努めま
す。  

社会教育スポーツ課 
障がい福祉課 継続 

①  
生涯学習・ 文化・ 芸
術活動等の情報発
信 

アール・ ブリ ュ ッ ト 作品などを通じ
て障がいのある 人の可能性や魅力
を広く 発信し 、障がいに対する理解
を推進し ます。  

社会教育スポーツ課 
障がい福祉課 継続 

② 障がい 者ス ポーツ
の普及 

障がいの有無に関わら ずあら ゆる
年代の人が一緒に楽し める スポー
ツ と し て障がい者スポーツ の普及
に努めます。  

社会教育スポーツ課 
障がい福祉課 継続 

 
 
【 市民の取組】  

〇 障がいや障がいのある人に対する理解を深め、 お互いに交流し まし ょ う 。  
  
【 地域の取組】  

〇 障がいの有無に関わら ず、 誰も が気軽に参加でき る文化・ スポーツイ ベント 等の開催に努め

まし ょ う 。  
  

❖計画期間中にめざす姿❖ 

障がいのある人が学習・ 文化・ 芸術活動及びスポーツを  
体験できる環境が整備さ れている  

４  
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【 事業所（ 福祉関連） の取組】  

〇 本人の強みを理解し 、 活躍でき るよう 支援すると と も に情報発信に努めます。  
 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

② 
障がい者スポーツ大会参加者

数（ 滋賀県障害者スポーツ協会主催） 

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

50 60 70 80 
           
 
 
「 共生社会ホスト タ ウン」 登録を通じ た共生社会の実現に向けた取組   

「 共生社会ホスト タ ウン」 と は、 東京 2020 オリ ンピッ ク ・ パラ リ ンピッ ク 大会開催をきっ

かけに、 共生社会の実現に向けた取り 組み（ ①「 心のバリ アフ リ ー又はユニバーサルデザイ ン

のまちづく り の取組」 や、 ②東京 2020 大会の事後交流も 含めた幅広い形での相手国・ 地域の

パラ リ ンピアンと 市民の交流） を推進する地方公共団体を国が登録する制度です。  
  

■登録の背景 
・ 甲賀市・ 滋賀県が、 シンガポールのホスト タ ウンに登録（ 平成 30 年( 2018 年) 4 月）  
・ シンガポール国立パラ リ ンピッ ク 連盟と 滋賀県、 甲賀市の３ 者によるＭＯ Ｕ 締結（ 平成 31

年( 2019 年) 3 月）  
・ 甲賀市が、 共生社会ホスト タ ウンに登録（ 令和元年( 2019 年) 12 月）  

 
■本市における取り 組み 

①パラ アスリ ート と の交流 
②ボッ チャ 日本代表強化選手と の交流 
③シンガポール・ パラ リ ンピッ ク 選手団へ応援メ ッ セージの作成 
④海外交流事業 
⑤アール・ ブリ ュ ッ ト 交流作品展 
⑥VR映像による疑似体験 
⑦心のバリ アフ リ ー研修 
⑧バリ アフ リ ーマッ プ（ 水口地域( 市役所周辺) ・ 信楽地域） の作成 
 

■今後の展望 
・ シンガポール・ パラ リ ンピッ ク 選手団の事前合宿の受入を契機に、 障がいのある人も 子ど  
も も 高齢者も 、 すべての人が互いに理解、 尊重し 、 共に生き、 共に支え合いながら 安心し て暮

ら せる共生社会の実現をめざし 、 取り 組みを進めます。  
・ パラ リ ンピアンと の交流や障がいのある人の文化芸術等を通じ た交流により 、共生社会の目

的である心のバリ アフ リ ーの意識が市内全域に広まっ ていく よう 取り 組みを進めます。  
・ 令和 7 年( 2025 年) に滋賀県で開催さ れる第 79 回国民スポーツ大会・ 第 24 回全国障害者ス

ポーツ大会においても 、 こ の共生社会ホスト タ ウンの取り 組み経験を活かせるよう 努めます。 
 

                          （ 令和 6 年( 2024 年) 3 月現在）  
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（ ２ ） 地域
ち い き

活動
かつどう

や余暇
よ か

への支援
し え ん

 

【 現状と 課題】  
 アンケート では、 自由時間にし たい活動をするためには、 いつでも 気軽に立ち寄り 、 仲間たち

と 過ごすこ と のでき る場所や支援者の付き 添いが必要と いう 意見が多く 、 特に後者は知的障がい

のある人から の要望が高い傾向にあり ますが、 本市において活動・ 交流の場や支援者の確保は十

分と は言えません。  
障がいのある人が、 自分ら し く 生活するために「 余暇」 や生涯を通じ て学習できる機会は大切

です。 また地域における活動に参加するこ と は、 障がいの有無に関わら ず地域住民間のつながり

が醸成さ れ地域共生社会の実現につながり ます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【 施策の方針】  

① 地域活動支援センタ ーの普及【 継続】  
② 地域資源を活用し た余暇活動の推進【 継続】  
③ 地域で活動できる場の充実【 継続】  
④ ボラ ンティ ア活動の推進【 継続】  

 
【 行政の取組】  

 項目 内容 所管課 方針 

① 地域活動支援 
センタ ーの充実 

障がいのある 人の日常生活におけ
る 生き がいや社会と の交流を 促す
ため、地域活動支援センタ ーの確保
と 充実を図り ます。  

障がい福祉課 継続 

② 地域資源を活用し  
た余暇活動の推進 

障がいのある 人が積極的に参加で
き る講座、 イ ベント 、 スポーツ活動
等の広報・ 支援を行います。 また障
がいのある人のニーズに応じ て、生
涯を 通じ て学習でき る 機会の確保
に努めます。障がい者本人やその家
族で構成さ れる 当事者団体の活動
を支援し て、助け合いと 協力を基本
にし た仲間づく り や交流を 促進し
ます。  

社会教育スポーツ課 
障がい福祉課 継続 

③ 地域で参加できる  
場の充実 

障がいのある人が、 区・ 自治会、 自
治振興会等の地域活動への参加を
通じ て、支援の担い手と し ても 参画
でき るよう 支援し ます。  

市民活動推進課 
社会教育スポーツ課 

障がい福祉課 
継続 

❖計画期間中にめざす姿❖ 
障がいのある人が自ら 積極的に社会参加でき るよう に 

活動の場や配慮のある環境が整備さ れている  
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④ ボラ ンティ ア活動 
の推進 

ボラ ンティ ア活動の研修・ 講座の開
催により 、ボラ ンティ アについて学
ぶ機会を増やし 、活動に対する理解
と 関心を高めます。 また、 誰も がボ
ラ ン テ ィ ア と し て活動でき る よ う
に社会福祉協議会ボラ ン ティ ア セ
ンタ ーの機能の充実を支援し ます。 

地域共生社会推進課 継続 

 
 
【 市民の取組】  

〇 障がいのある人に対する理解を深め、 地域行事等へ共に参加し まし ょ う 。  
 
 
【 地域の取組】  

〇 障がいの有無に関わら ず、 誰も が参加できる地域イ ベント の開催に努めまし ょ う 。  
 

【 事業所（ 福祉関連） の取組】  
〇 地域行事やボラ ンティ ア活動に積極的に参加し ます。  
 

【 主な成果指標】  
項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

① 
地域活動支援セン タ ー新

規設置数 

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

0 0 1 1 
 

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

③  
余暇活動団体への市から

の支援状況（ 団体数）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

1 3 5 5 
 

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

④ 
社会福祉協議会ボラ ンティ

アセンタ ー登録者（ 人数）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  地域共生社会推進課 

5, 610 5, 620 5, 630 5, 640 
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５  福祉
ふ く し

のまちを推進
すいし ん

するための共 生
き ょ う せい

社会
し ゃ かい

の実現
じ つげん

 
 

（ １ ） 福祉
ふ く し

のまちづく り  

【 現状と 課題】  
全ての人が安全、 安心に、 共に暮ら し ていく こ と ができ るまちづく り を進めるためには、 生活

を営むう えでの社会的障壁（ バリ ア） を取り 除く こ と が重要です。 平成 30 年( 2018 年) に「 改正

バリ アフ リ ー法」 が成立し 、 本市においても 、 施設や公共交通機関におけるバリ アフ リ ー化、 ユ

ニバーサルデザイ ンの推進を進めていますが、 まだまだ十分と は言えません。  
アンケート によると 、 バリ アフ リ ーやユニバーサルデザイ ンの推進が進んでいないと の認識や、

わから ないと いっ た意見が３ 割程度と なっ ており 、 住居や地域での生活のための取り 組みと し て、

福祉サービスの充実（ 居宅介護、 移動支援、 生活訓練等）、 住まいの確保（ 入所施設・ グループホ

ーム等の整備、 賃貸アパート 等への入居支援）、 外出し やすい環境、 交通安全、 防犯、 防災が全体

の３ 割以上と 多く なっ ています。 市政に関する意識調査における「 障がいのある人も ない人も 、

誰も が暮ら し やすい共生社会の実現に向けて必要な取り 組み」 と し ても 、「 障がいのある人に対

する市民の理解の促進」（ 21. 9％） や「 誰にと っ ても 暮ら し やすいバリ アフ リ ー化やユニバーサル

デザイ ンの推進」（ 15. 3％） は、「 障がいのある人の働く 場の拡充」（ 29. 1％） や「 障がいのある人

がいつでも 安心し て相談でき る仕組みづく り 」（ 27. 3％） に次いで高い傾向にあり 、地域社会にお

ける障がいに対する一層の理解や、 バリ アフ リ ー化等ユニバーサルデザイ ンのまちづく り を進め

る必要があり ます。  
また、 住み慣れた地域の中で、 市民一人ひと り が助け合い、 支えあい、 誰も が自分ら し く 、 生

き 生きと 暮ら すこ と ができ る共生社会の実現に向け、 障がいのある人を理解し 、 市民が共に支え

合う 仕組みづく り も 大変重要な課題です。  
 
 
 
 
 
 
 
【 施策の方針】  

① ユニバーサルデザイ ンの推進【 継続】  
② 公共施設及び公共交通機関の環境整備【 継続】  
③ 地域福祉活動の推進【 継続】  
 

  

❖計画期間中にめざす姿❖ 
バリ アフ リ ーやユニバーサルデザイ ンの認識・ 取り 組みが浸透し 、  
地域住民の参画と 協働により 、 誰も が住みやすいまちになっ ている  

５  
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【 行政の取組】  
 項目 内容 所管課 方針 

① 
ユ ニ バー サル
デ ザイ ン の推
進 
 

ユニバーサルデザイ ンの理念に基づき 、
多様な機会や手段を 通じ て啓発を 進める
と と も に公共空間の環境、交通、住宅、情
報環境など生活に深く 関わる分野全般に
わたっ て、庁内はも と より 、関係団体や企
業、 地域と 連携を図り ます。  

地域共生社会推進課 
建設管理課 
住宅建築課 
教育総務課 

管財課 
公共交通推進課 

社会教育スポーツ課 
障がい福祉課 

継続 

② 
道路・ 公園・ 建
物等公共施設
のバリ ア フ リ
ー化の推進 

誰も が住みたく なる 福祉滋賀のまちづく
り 条例に基づき 、 未整備区間の整備を 推
進し ます。  
さ ら に、公園・ 建物等の公共施設整備及び
改築更新等において、 バリ アフ リ ー化を
検討・ 推進し ます。  

建設管理課 
建設事業課 継続 

② 
低床バス やリ
フ ト 付き バス
の切り 替え の
促進 

コ ミ ュ ニティ バス車両は、 バリ アフ リ ー
未対応車両が一部運行さ れているこ と か
ら 、 今後も 引き 続き 計画的にノ ンステッ
プバス車両等へ更新し 、 バリ アフ リ ー化
を促進し ます。  

公共交通推進課 継続 

③ 地域福祉活動
の推進  

誰も が安心し て暮ら せる 地域づく り のた
め、 第２ 次甲賀市地域福祉計画に基づい
た施策を 推進し 、 自ら の地域を 自ら 住み
よ く し ていく 意識や地域における見守り
活動のネッ ト ワーク 化を図り ます。  
また、人材育成のための交流の推進、研修
等に係る 情報提供等を積極的に行い、 そ
れぞれの区・ 自治会、自治振興会等、地域
住民の主体的な活動を支援し 、 共に考え
ます。  

地域共生社会推進課 
市民活動推進課 継続 

③ 
社会福祉協議
会と の連携強
化 

第２ 次甲賀市地域福祉計画に基づき 、 相
談支援事業や障がいのある 人の支援事
業、 ご近所福祉活動の支援を行う う えで、
関係機関と の協力体制づく り や活動の推
進について、 市と 社会福祉協議会が両輪
と なっ て取り 組みます。  

地域共生社会推進課 継続 

③ 地域交流の推
進 

市、社会福祉協議会、関係団体、サービス
事業所等が連携し て、 障がいのある 人と
地域住民が交流する 機会を 拡充すると と
も に、 障がいのある 人が様々な形で社会
活動を行えるよう 呼びかけを進めます。  
また、 市内の福祉施設が地域に開放さ れ
たも のと なる よう 、 交流活動等を 進めま
す。  
さ ら に、地域住民主体の地域福祉活動・ ネ
ッ ト ワーク づく り の拡充を支援し ます。  

地域共生社会推進課 
障がい福祉課 継続 
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【 市民の取組】  

〇 自ら 進んであいさ つする等、 地域の人々と 交流し まし ょ う 。  
〇 ボラ ンティ ア活動等に、 積極的に参加するよう に努めまし ょ う 。  
〇 点字ブロッ ク が必要な人や車いすの人の立場に立っ た行動を心がけまし ょ う 。  
〇 バスや電車では、 障がいのある人や高齢者等に積極的に席を譲り まし ょ う 。  

 
【 地域の取組】  

〇 地域での交流やボラ ンティ アの機会を確保するよう に努めまし ょ う 。  
〇 地域で困っ ている人の支援にみんなで取り 組みまし ょ う 。  

 
【 事業所（ 福祉関連） の取組】  

〇 地域行事への積極的な参加に努めます。  
 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

② 
コ ミ ュ ニティ バス・ コ ミ ュ ニ

ティ タ ク シーの利用者数 
（ 単位： 万人）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  

公共交通推進課 
53. 5 53. 5 ＊ ＊ 

＊R7( 2025) ・ R8( 2026) の目標値については甲賀市総合計画の見直し に合わせた数値と し ます。  
 

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

③ 
障がいのある人のサロン  
（ 件数）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  障がい福祉課 

10 12 12 12 
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（ ２ ） 差別
さ べ つ

解 消
かいし ょ う

・ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

【 現状と 課題】  
共生社会を推進するう えで、 人権の尊重と 権利擁護は最も 重要な施策のひと つと いえます。  
誰も が差別さ れるこ と なく 、 多様な価値観を認め合い、 人格と 個性を尊重し あう こ と ができ る

社会の実現が必要です。 滋賀県では、「 滋賀県差別のない共生社会づく り 条例」 に基づき 、 あら ゆ

る差別を禁止し 、 合理的配慮を 提供するための取り 組みが市民一人ひと り に求めら れています。 
市政に関する意識調査における「 合理的配慮」 にかかる認知状況は、「 内容も 含めて知っ てい

る」（ 6. 6％）、「 言葉を聞いたこ と がある」（ 28. 3％） に対し 、「 知ら ない」（ 60. 2％） であり 、 今後

も 一層の啓発が必要です。  
アンケート では、 障がいのある人で権利侵害を受けたこ と がある人は全体のおよそ半数であり 、

特に「 いじ め・ 虐待（ 家庭・ 施設・ 学校・ 職場）」 や「 地域社会での孤立（ 差別・ 偏見など）」 と

いっ た意見が見受けら れまし た。 また、 差別や偏見、 虐待等の不適切な扱いをなく すための取り

組みと し て、「 学校等における福祉教育」、 次いで「 障がいのある人の家族を支える仕組み」 の回

答が多く みら れまし た。  
こ のこ と から 、 障がいや障がいのある人への理解を深めるための取り 組みが重要であり 、 学校

教育における福祉教育の充実も 求めら れています。  
 
 
 
 
 
 
【 施策の方針】  

① 多様な障がいへの正し い理解の促進【 継続】  
② 差別の解消と 合理的配慮の推進【 継続】  
③ 権利擁護の推進、 虐待の防止【 継続】  

 
【 行政の取組】  

 項目 内容 所管課 方針 

① 
多様な 障がい
の正し い 理解
の周知・ 啓発 

発達障がい、 難病、 高次脳機能障がい等
の正し い理解の周知・ 啓発、 保護者・ 関
係者向けの学習会や研修会の開催、広報
紙やホームページを 利用し た啓発を 推
進し ます。  
また、周囲の人に援助や配慮を必要と し
ている こ と を 知ら せる 「 ヘルプ マーク
（ ヘルプカ ード ）」 の普及を進めます。  

発達支援課 
人権推進課 

障がい福祉課 
継続 

❖計画期間中にめざす姿❖ 
不当な差別や虐待を受けるこ と が無く 、 権利が保障さ れ、  

合理的配慮が提供さ れている  
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② 
差別的取り 扱
い の禁止と 合
理的配慮の推
進 

障がいを 理由と する 不当な差別の取り
扱いの禁止や合理的配慮の提供、「 障害
の社会モデルの考え方」 等についての啓
発に努めます。  
市の職員対応要領に基づき 、障がいの有
無にかかわら ず、当事者に寄り 添っ た対
応に努めます。  
また、 障がい者団体や関係機関と 連携
し 、障がいのある人が自ら の権利意識を
高める こ と ができ る よ う 支援する と 共
に相談窓口等の周知に努めます。  

人事課 
障がい福祉課 継続 

③ 
福祉教育・  
福祉学習の推
進 

学校の実態や児童生徒の発達に応じ た
教育体制を編成し 、福祉教育、人権教育、
道徳教育、 集団づく り 等を通し て、 一人
ひと り が個人と し て尊重さ れ大切にさ
れる教育をめざし 、福祉教育実践の普及
と 定着を図る取り 組みを進めます。  
また、 交流及び共同学習を計画的、 組織
的に行う よう 推進し ます。  

学校教育課 継続 

③ 
人権尊重の 
ま ち づ く り へ
の総合的な 取
組 

甲賀市人権に関する総合計画に基づき 、
総合的に人権施策を推進し ます。 また、
差別を 許さ ない世論形成や実践につな
がる啓発を行います。  
地域においては、自身で相談するこ と が
難し い当事者や家族を 相談員につなぐ
地域アド ボケータ ーと と も に、地域での
障がい理解を推進し ます。  

人権推進課 
障がい福祉課 継続 

③ 権利擁護シ ス
テムの構築 

市、 社会福祉協議会、 相談支援事業所等
の連携によ っ て障がいのある 人の視点
から 権利擁護のシステムが効果的に機
能するよう 取り 組みます。  
また、 障がいのある人への虐待の防止・
早期発見・ 早期対応に取り 組むシステム
を構築すると と も に、障がいのある人の
個人情報の保護を徹底し ます。  
さ ら に、 教育の場や日常の訓練、 日中活
動の場等においてサービ ス利用者本人
の権利意識を高める啓発等を行います。 

地域共生社会推進課 
障がい福祉課 継続 

③ 
日常生活自立
支援事業や成
年後見制度の
利用促進 

講座や相談会の開催により 、日常生活自
立支援事業や成年後見制度の周知や利
用啓発を図ると と も に、相談者等の支援
を行います。 また、 関係機関と 連携を図
ると と も に、相談等に対応でき る人材の
確保等、 支援体制の充実に努めます。  

地域共生社会推進課 継続 

 
【 市民の取組】  

〇 障がいを正し く 理解し 、 あら ゆる差別のない人権尊重の地域社会を築き まし ょ う 。  
〇 困っ ている人を見かけた時は、 合理的配慮の提供に努めまし ょ う 。  
〇 障がいのある人と 積極的に交流し まし ょ う 。  
〇 虐待や問題等を発見し た時は、 市の相談窓口に連絡し まし ょ う 。  
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【 地域の取組】  

〇 障がいのある人への理解を深める場の設定や地域ぐ るみの支援体制の構築に努めまし ょ う 。  
 
【 事業所（ 福祉関連） の取組】  

〇 障がいを理由と する差別が起こ ら ないために、 事業所内での虐待防止や差別解消法に関する

研修・ 啓発に努めます。  
 

【 主な成果指標】  
 

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

③ 人権教育連続セミ ナー 
R5 

( 2023)  
R6 

( 2024)  
R7 

( 2025)  
R8 

( 2026)  人権推進課 
4 4 4 4 

 
項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

③ 
障がい者理解、 差別解消、 虐

待防止に関する市民や事業者

向け人権研修の開催数 

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  

障がい福祉課 
2 3 4 4 

 
 

 
 「 日常生活自立支援事業」    

判断能力が不十分な人が、地域において安心し て暮ら せるよう 利用者と の契約に基づき 、福

祉サービスの利用手続きや日常の金銭管理をサポート し ます。  
本市では「 こ う かあんし んネッ ト 事業（ 甲賀市地域福祉権利擁護事業）」 と し て、 社会福祉

協議会にて実施し ています。  

 
 
 

「 成年後見制度」    

 日常的な金銭管理にと どまら ないすべての財産管理や福祉施設の入退所など、生活の全般に

関する契約等の法律行為を 援助するこ と で、 判断能力の不十分な人の権利を 擁護する制度で

す。  
個々の判断能力や支援の必要な程度に応じ て、柔軟かつ弾力的な利用を可能と するため、「 後

見」、「 保佐」、「 補助」 の 3 種類があり ます。  
 甲賀圏域（ 甲賀市・ 湖南市） では、「 成年後見制度利用促進法」 に基づき 、「 甲賀圏域権利擁

護支援推進計画」 を令和 3 年 10 月に策定し まし た。 中核機関と なる甲賀・ 湖南権利擁護支援

センタ ー（ NPO法人 ぱんじ ー） を中心と し た地域のネッ ト ワーク を構築し 、 誰も がその人ら

し い生活ができるよう な支援をめざし ます。  
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（ ３ ） 情 報
じ ょ う ほう

アク セシビリ ティ の推進
すいし ん

 

【 現状と 課題】  
日常生活や社会生活において必要と する 情報を 自ら 収集する こ と ができ る よう 情報アク セシ

ビリ ティ の向上や意思疎通支援は非常に重要です。  
近年、 パソ コ ンや携帯電話等の情報通信機器や情報伝達技術が進歩し 、 障がい特性に応じ た情

報収集やコ ミ ュ ニケーショ ン手段が多様化し ています。  
本市においては、聴覚や視覚等の障がいにより 意思疎通支援が必要な人に対し て、手話通訳者・

要約筆記者等の派遣や設置、 音声訳等の事業を進めてき まし た。  
一方、 庁内においても 、 障がい特性に応じ た配慮が十分と は言えません。  
今後は、 情報の伝達や意思疎通支援について全ての人の意識を高める等、 一人ひと り の障がい

特性に配慮し たより きめ細やかな情報環境の整備が必要です。  
 
 
 
 
 
 
【 施策の方針】  

① 情報のバリ アフ リ ー化の推進【 継続】  
② 障がいの特性に応じ た意思疎通支援の充実【 継続】  

 
【 行政の取組】  

 項目 内容 所管課 方針 

① 情報のバリ アフ リ ー

化の推進 

甲賀市手話言語及び情報・ コ ミ ュ ニケー

ショ ン促進条例に基づき 、 障がいのある

人が必要な情報に円滑にアク セスでき る

よ う 、 障がい特性に配慮し た情報通信機

器、 サービスの提供の促進や利用し やす

い情報の普及等の様々な取り 組みを 通じ

て情報のバリ アフ リ ー化を推進し ます。  
さ ら に、各相談窓口での情報提供、広報紙

の音訳（ 音訳Ｃ Ｄ 作成、音源のホームペー

ジ掲載） や市ホームページの読み上げ機

能等ア ク セシ ビ リ テ ィ の充実に努めま

す。  

秘書広報課 
障がい福祉課 継続 

② 障がいのある人の 
意思疎通支援 

自ら 意思表示が行えるよ う コ ミ ュ ニケー

ショ ン手段の多様性についての配慮や工

夫を推進し ます。  
障がいのある 人の社会参加を 促すため、

手話通訳者・ 要約筆記者等の窓口配置や、

派遣事業の周知及び利用促進を 図り ま

す。また、手話奉仕員の養成講座や研修を

行い、 人材の育成と 確保に努めます。  

障がい福祉課 継続 

❖計画期間中にめざす姿❖ 
障がいのある人が必要な情報を受け取り 、  

発信する環境が整備できている  
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② 意思疎通支援の充実 

障がいのある 人のＩ Ｃ Ｔ 活用による 暮ら

し の「 質」 の向上に努めます。  
甲賀市手話言語及び情報・ コ ミ ュ ニケー

ショ ン促進条例に基づき 、 障がいのある

人がその障がいの特性に応じ たコ ミ ュ ニ

ケーショ ン手段を 利用し やすい環境を 整

備し ます。  
障がいのある人が、情報を取得・ 利用、意

思を 表示し 、 コ ミ ュ ニケーショ ンを 図る

こ と ができ るよう 研修等を開催し ます。  

障がい福祉課 継続 

 
【 市民の取組】  

〇 コ ミ ュ ニケーショ ンの困難さ がも たら す障壁（ バリ ア） や、障がい特性に応じ た多様なコ ミ ュ

ニケーショ ン手段があるこ と を理解し まし ょ う 。  
 〇 手話サーク ルや手話講座等を通じ て、 簡単な手話を覚えまし ょ う 。  
 
【 地域の取組】  

〇 障がいのある人に対する理解を 深め、 障がい特性に応じ た多様なコ ミ ュ ニケーショ ン手段を

利用できるよう にするための合理的配慮の提供に努めまし ょ う 。  
 
【 事業所（ 福祉関連） の取組】  

〇 障がい特性に応じ た多様なコ ミ ュ ニケーショ ン手段を利用でき るよう 努めます。  
 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値※ 担当課 

① 
ホームページのアク セシビリ

ティ 評価（ 民間調査）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  秘書広報課 

Ｃ  Ｃ  Ｃ  Ｂ  
  
※ 目標値：「 Ａ . Ａ . Ｏ . ウェ ブサイ ト ク オリ ティ 実態調査」 において、 全自治体の公共機関サイ

ト の全フ ァ イ ル解析を行い、 アク セシビリ ティ ・ ユーザービリ ティ の観点から 、 サイ ト の品

質を 9 段階（ Ａ ～Ｉ ） で評価さ れている（ Ａ が一番評価が高い）。  
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（ ４ ） 防災
ぼう さ い

・ 防犯
ぼう はん

等
と う

の推進
すいし ん

 

【 現状と 課題】  
近年、 各地で災害が発生し ており 、 障がいのある人を含む要配慮者・ 要支援者への支援の重要

性が高まっ ています。 また、 防犯に関し 、 障がいのある人は通常のニーズを満たすこ と が困難な

場合があり 、 犯罪や事故等の被害に遭う 危険性も 高く なっ ています。 こ れら を踏まえ、 緊急時に

おける防災対策や、 日常における防犯・ 事故への対策・ 配慮が必要です。  
アンケート では、 災害に関連し て、 安全な場所までの避難や、 周囲の障がいの理解、 避難所の

設備（ ト イ レ、 段差） について不安に感じ ている人が多く 、 加えて指定難病や知的障がいのある

人は、 災害時における介助者の存在や意思伝達にも 不安を抱いています。  
 
 
 
 
 
 
 
【 施策の方針】  

① 災害発生時における障がい特性に応じ た支援【 継続】  
② 防犯対策や消費ト ラ ブル防止の推進【 継続】  

 
【 行政の取組】  

 項目 内容 所管課 方針 

① 

避難行動要支援
者支援事業 
（ 啓発普及、 避
難行動要支援者
関 連 情 報 の 整
理、 訓練等の実
施等） の推進 

避難行動要支援者同意者名簿を、区長・
自治会長、 民生委員・ 児童委員等へ配
付すると と も に、 避難時に必要な支援
をまと める「 災害時要支援者避難支援
計画（ 個別計画）」の作成を推進する等、
災害発生時の安否確認や避難活動を地
域で支援し やすい体制づく り を進めま
す。  

危機管理課 
地域共生社会推進課 継続 

① 
避難所における
障がいのある 人
への配慮 

避難所と なる 公共施設を ｢だれも が住
みたく な る 福祉滋賀のま ち づく り 条
例｣に基づく バリ アフ リ ーの視点から 、
障がい者ト イ レ、 スロープ、 手すり 、
通信手段の整備を進めます。 また、 要
支援者が避難生活を過ごす部屋は、 感
染症対策やプラ イ バシーが確保さ れる
等の配慮に努めます。  

危機管理課 
地域共生社会推進課 

障がい福祉課 
継続 

① 
障がいのある 人
に対する 防災啓
発・ 災害時の情
報伝達 

防災マッ プ、 広報媒体を利用し た啓発
を行います。 また、 災害発生時には、
甲賀市地域防災計画の災害広報広聴計
画により 対応に努めます。  
対象と なる人たちへ避難行動要支援者
同意者名簿への登録を推進し 、 出前講
座や個別計画策定への支援等を実施し
ます。  

危機管理課 
地域共生社会推進課 

障がい福祉課 
継続 

❖計画期間中にめざす姿❖ 
地域全体での防災・ 防犯に対する取り 組みが進み、  

緊急時に必要な配慮や支援を受けるこ と ができる  



84 

② 消費者の保護並
びに相談の推進 

甲賀市消費生活センタ ーを中心に引き
続き 消費者ト ラ ブルに係る相談窓口の
機能強化を図り ます。  
広報媒体の活用や市民向け講座の開
催、 若年者への啓発強化等により 、 悪
徳商法等に対する注意喚起や消費者問
題に関する啓発活動・ 消費者教育に努
めます。 また、 障がいのある人にト ラ
ブルの未然防止及び対処法等の知識の
普及と 助言に努めます。  

生活環境課 継続 

 
【 市民の取組】  

〇 日頃から 、 災害への備え（ 水、 食料品、 電源の確保） や自宅の安全対策に努めまし ょ う 。  
〇 身近な避難場所を確認し ておき まし ょ う 。  

 
【 地域の取組】  

〇 指定緊急避難場所の周知や、 地域の中での災害時に支援が必要な人の把握に努めまし ょ う 。  
〇 防犯活動を積極的に進めまし ょ う 。  
〇 不審な人物等を見かけたら 、 市や警察に連絡し 、 近所で情報を共有し まし ょ う 。  

 
【 事業所（ 福祉関連） の取組】  

〇 災害発生時の職員体制や援助等のマニュ アルの作成を行います。  
〇 平時から 備蓄や情報伝達手順、 マニュ アル等に基づき避難訓練を行います。  

 
【 主な成果指標】  

項目 成果指標（ 単位）  目標値 担当課 

① 
災害時要支援者避難支援

計画（ 個別計画） 作成地

域（ 区、 自治会数）  

R5 
( 2023)  

R6 
( 2024)  

R7 
( 2025)  

R8 
( 2026)  地域共生社会推進課 

危機管理課 70 80 90 100 

 
避難行動要支援者同意者名簿   

甲賀市地域防災計画に定める高齢者、 障がい者などの「 避難行動要支援者」 の避難支援等を

実施するために、 区・ 自治会長や民生委員・ 児童委員等へ提供するこ と に、 本人の同意を得た

う えで市が作成するも のです。  

 
避難行動要支援者   

次の要件を満たさ れ、 自宅で生活さ れている人 
①高齢者（ 75 歳以上のみの世帯）  
②障がい者（ 身体障害者手帳 1・ 2 級、 療育手帳Ａ 又は精神障害者保健福祉手帳 1 級の所持者） 
③要介護者（ 要介護 3 以上の要介護認定者）  
④市の生活支援を受けている難病患者 
⑤その他、 支援を必要と さ れている者 


